
１ 補正予算案の考え方について　 ………………………………………１ 頁

２ 補正予算要求事業　 …………………………………………………２

３ 使用料・手数料改定等　 ……………………………………………６

令和４年度９月補正予算編成過程の公開

目 次

名  古  屋  市



１　補正予算案の考え方について 　

　各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

※「保留」は財政局案段階では上記の判断を行わず、市長判断に委ねる

　事項です。

　各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 財政局案段階では未計上

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 計上せず
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２　補正予算要求事業

（１）総括表 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

31 6 6 
(31) (6) (6)

繰越明許費  繰越明許費  繰越明許費  
     １件      １件      １件 

1,050 1,050 1,050 
(1,050) (1,050) (1,050)

27,364 27,364 27,364 
(3,579) (3,579) (3,579)

173 173 173 
(－) (－) (－)

債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為
     １件      １件      １件 

32 32 32 
(－) (－) (－)

繰越明許費  繰越明許費  繰越明許費  
     １件      １件      １件 
債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為
     １件      １件      １件 

28,649 28,624 28,624 
(4,660) (4,635) (4,635)

繰越明許費  繰越明許費  繰越明許費  
   　２件    　２件    　２件 
債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為
     ２件      ２件      ２件 

（注）計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合
　　　致しないものがある。

合 計

緑政土木局

消防局

健康福祉局

住宅都市局

財政局

総務局

区 分 要 求 額 財 政 局 案 予 算 案
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（２）各局の内訳 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
議会報告会の開催 に公開するとともに、市民意見 3 
　（市会事務局） を把握し、議会活動に反映させ (3) － 

るため、議会報告会を開催 (－)
（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
市会だよりの例月化 に公開・発信するため、市会だ 20 
　（市会事務局） よりを例月化 (20) － 

(－)
（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
市会図書室でのイン に公開・発信するため、市会図 2 
ターネット中継の閲 書室での、インターネット中継 (2) － 
覧とＤＶＤの貸出し の閲覧とＤＶＤの貸出しを実施 (－)
　（市会事務局）

（総務局） アジア・アジアパラ競技大会に 6 
瑞穂運動場西駅エレ 向けた瑞穂運動場西駅のエレベ 6 (6)
ベーター整備費負担 ーター整備に対する負担金 (6) 6 
金 (6)
（総務局） 事業が翌年度にわたるため繰り － 
名古屋市立大学医学 越すもの － (－)
部附属東部医療セン (－) － 
ター旧東病棟の電力 　繰越明許費　52百万円 (－)
集中制御システム更
新費補助

（財政局） 法人市民税の中間納付額の還付 1,050 
市税還付金及び還付 等が見込みを上回ることに伴う 1,050 (1,050)
加算金 補正 (1,050) 1,050 

(1,050)
（健康福祉局） 補助事業所数の増によるもの 1,231 
介護サービス提供体 1,231 (－)
制の確保 (－) 1,231 

(－)

6
①

①

①

①

①

①

①

①

5

4

④

2
保留

④

保留

3

④

要 求 概 要
予算案

考え方

保留

番
号

事 項 名

1

要求額
財政局案

7
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（単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（健康福祉局） 介護施設等におけるゾーニング 184 
介護施設等のゾーニ 環境等整備の対象について、床 184 (－)
ング環境等整備補助 面積の拡大などの感染症下にお (－) 184 

ける家族面会を可能とするため (－)
の整備まで拡大されたことに伴
う補正

（健康福祉局） 令和５年４月に厚生院附属病院 499 
厚生院附属病院の名 を名古屋市立大学に移管するに 499 (－)
古屋市立大学医学部 当たり、先駆的な高齢者医療の (－) 499 
附属病院化に向けた 提供などのため、ＭＲＩを導入 (－)
ＭＲＩ装置の設置

（健康福祉局） ２回目の接種を終えた全ての市 8,034 
新型コロナウイルス 民を対象に、オミクロン株対応 8,034 (－)
ワクチン接種事業 ワクチンの接種を実施 (－) 8,034 

(－)
（健康福祉局） 自宅療養者数等の増によるもの 5,472 
新型コロナウイルス 5,472 (3,579)
感染症対策自宅療養 (3,579) 5,472 
者等配食サービス事 (3,579)
業

（健康福祉局） 自宅療養者数の増によるもの 11,944 
新型コロナウイルス 11,944 (－)
感染症対策自宅療養 (－) 11,944 
者等への医療提供事 (－)
業

（住宅都市局） 軽油価格の高騰による増加運行 7 
名古屋ガイドウェイ 経費を支援 7 (－)
バス株式会社への燃 (－) 7 
油価格高騰対策支援 (－)

13
①

12

①

10

9

①

番
号

①

①

①

①

①

①

①

①

考え方

①

11

8

事 項 名 要 求 概 要
予算案

要求額
財政局案
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（単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（住宅都市局） 電気料金の高騰による増加運行 42 
名古屋臨海高速鉄道 経費を支援 42 (－)
株式会社への燃油価 (－) 42 
格高騰対策支援 (－)
（住宅都市局） 名古屋市内に事業所を有するタ 124 
タクシー事業者への クシー事業者を対象に、新型コ 124 (－)
運行支援 ロナウイルス感染症の拡大によ (－) 124 

る影響で増加している空車での (－)
運行経費の支援として、１台当
たり24千円を補助

（緑政土木局） 物価の高騰及び契約時期の遅延 － 
道路照明の賃借 によるもの － (－)

(－) － 
　債務負担行為 (－)
　　変更前
　　　期間　５～14年度
　　　限度額　439百万円

　　変更後
　　　期間　５～15年度
　　　限度額　528百万円

（消防局） ひっ迫する救急需要に対応する 8 
救急患者受入に係る ため、医療機関への受入要請を 8 (－)
医療機関調整用スマ 効率的に行うためのスマートフ (－) 8 
ートフォンの購入 ォンを購入 (－)
（消防局） ひっ迫する救急需要に対応する 24 
救急隊増隊に伴う救 ため、昼間時間帯の救急隊を増 24 (－)
急活動用資器材の購 隊するために必要な資器材の購 (－) 24 
入等 入等 (－)

　債務負担行為
　　救急車の購入
　　　期間　５年度
　　　限度額　38百万円

（消防局） 工事契約の遅れのため繰り越す － 
消防団詰所の改築 もの － (－)

　 (－) － 
　繰越明許費　64百万円  (－)

①

①

①

①

要求額

17
①

①

①

①

考え方
番
号

16

財政局案

予算案
要 求 概 要

14

15

19

18

①

①

①

事 項 名

①
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３　使用料・手数料改定等

（単位：百万円）

（スポーツ市民局） 道路占用料の改定に合わせて常
瑞穂公園利用料金 設広告の利用料金基準額を改定 5年4月 － 

（条例改正予定）
140円／㎡・日→150円／㎡・日
利用料金基準額を改定（条例改
正予定） 5年4月 － 

（現行）
　写真撮影　 1,300円／人・日 
　映画撮影　15,000円／件・日

（改定後）
　写真撮影 　1,300円／人・日
　動画撮影　15,000円／件・日
　　撮影に伴い独占する場合は
　　8円／㎡・日を加算
都市公園条例の改正に伴い、利
用料金基準額の区分を変更及び 5年4月 － 
新設（条例改正予定）

（変更）
　行事(営利目的)65円／㎡・日
　→催し（金銭徴収）
　　　　　　　　65円／㎡・日
　行事（その他） 8円／㎡・日 
　→催し(その他) 8円／㎡・日
　興行 　　325,000円／件・日
　→催し（金銭徴収）
　　　　　　　　65円／㎡・日

（新設）
　物品販売等 　 65円／㎡・日

①

－ ①

－ ①

①

－ 

－ 

－ 

予算案

－ 

財政局
案

①

実施
時期

改定
見込額

①

考え方
番
号

事 項 名 概 要

1
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（単位：百万円）

（スポーツ市民局） 瑞穂公園駐車場の利用料金基準
瑞穂公園利用料金 額を改定（条例改正予定） 5年4月 － 
（つづき）

（現行）
　500円／回
　回数券　  11回分   5,000円
　　　　　  25回分　10,000円
　　　　　　50回分　15,000円

（改定後）
　30分以内　　　　　　　無料
　30分を超えて１時間以内
　　　　　　　　　　　 200円
　１時間を超えて２時間以内
　　　　　　　　　　　 400円
　２時間超え　　　　　 500円
　回数券　　　 500円券10回分
　　　　　　　　　　 4,500円
　　　　　 　　500円券50回分
　　　　　　　　　　15,000円

（住宅都市局） 利用料金基準額を改定（条例改
久屋大通公園北部園 正予定） 5年4月 － 
地・中央園地利用料
金 （現行）

　写真撮影　 1,300円／人・日 
　映画撮影　15,000円／件・日

（改定後）
　写真撮影 　1,300円／人・日 
　動画撮影　15,000円／件・日
　　撮影に伴い独占する場合は 
　　8円／㎡・日を加算

－ ①

－ 

－ 

①

①

予算案

番
号

事 項 名 概 要
実施
時期

改定
見込額

財政局
案

－ 

①

考え方

1

2
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（単位：百万円）

（住宅都市局） 都市公園条例の改正に伴い、利
久屋大通公園北部園 用料金基準額の区分を変更及び 5年4月 － 
地・中央園地利用料 新設（条例改正予定）
金（つづき）

（変更）
　行事(営利目的)65円／㎡・日
　→催し（営利目的）
　　　　　　　　65円／㎡・日
　行事（その他） 8円／㎡・日 
　→催し(その他) 8円／㎡・日
　興行 　　325,000円／件・日
　→催し（営利目的）
　　　　　　　　65円／㎡・日

（新設）
　物品販売等 　 65円／㎡・日

（住宅都市局） 利用料金制度を導入し、利用料
オアシス２１利用料 金基準額を設定(条例改正予定) 5年4月 － 
金（新設）

　写真撮影 　1,300円／人・日
　動画撮影　15,000円／件・日
　　撮影に伴い独占する場合に
　　は8円／㎡・日を加算

（参考）
　現行は公園使用料
　　写真撮影 1,300円／人・日
　　映画撮影15,000円／件・日
利用料金制度を導入し、利用料
金上限額を設定(条例改正予定) 5年4月 － 

　自転車駐車場
　１回利用（継続する24時間以
　内の利用）
　　自転車　　　 　　　200円
　　原動機付自転車　　 400円

（緑政土木局） 平均改定率　2.5％
道路占用料 　固定資産税の評価替えに伴い､ 5年4月 122 

　単価を改定（条例改正予定） 5年度
見込額

①

－ ①

122 

－ 

－ 

－ 

－ 

①

①

①

①

4

－ 

①

122 ①

実施
時期

改定
見込額

考え方

予算案

財政局
案

事 項 名
番
号

概 要

3

2
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（単位：百万円）

（緑政土木局） 平均改定率　3.6％
河川占用料 　道路占用料の改定に合わせて 5年4月 1 

　改定（条例改正予定） 5年度
見込額

（緑政土木局） 平均改定率　3.4％
水路等使用料 　道路占用料の改定に合わせて 5年4月 1 

　改定（条例改正予定） 5年度
見込額

（緑政土木局） 平均改定率　5.2％
公園使用料 　道路占用料の改定に合わせて 5年4月 3 

　改定（条例改正予定） 5年度
見込額

物品販売等の制限の緩和に伴い､
使用料の区分を変更及び新設 5年4月 6 
（条例改正予定） 5年度

見込額
（変更）
　行事(営利目的)65円／㎡・日
　→催し（金銭徴収）
　　　　　　　　65円／㎡・日
　行事（その他） 8円／㎡・日 
　→催し(その他) 8円／㎡・日
　興行 　　325,000円／件・日
　→催し（金銭徴収）
　　　　　　　　65円／㎡・日

（新設）
　物品販売等 　 65円／㎡・日

（緑政土木局） 鶴舞公園始め10カ所に利用料金
都市公園利用料金 制度を導入し、利用料金基準額 5年4月 － 
（新設） を設定（条例改正予定）

　写真撮影 　1,300円／人・日 
　動画撮影　15,000円／件・日
　　撮影に伴い独占する場合は 
　　8円／㎡・日を加算

（参考）
　現行は公園使用料
　　写真撮影 1,300円／人・日 
　　映画撮影15,000円／件・日

3 

事 項 名 考え方

①

1 ①

1 ①

①

3 

6

概 要
改定
見込額

①
5

①

6 

1 ①

1 

①

①

財政局
案

－ ①

予算案

6 

－ 

実施
時期

番
号

7

8
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（単位：百万円）

（緑政土木局） 都市公園条例の改正に伴い、使
墓地公園使用料 用料の区分を変更及び新設（条 5年4月 － 

例改正予定）

（変更）
　行事(営利目的)65円／㎡・日
　→催し（金銭徴収）
　　　　　　　　65円／㎡・日
　行事（その他） 8円／㎡・日 
　→催し(その他) 8円／㎡・日
　興行 　　325,000円／件・日
　→催し（金銭徴収）
　　　　　　　　65円／㎡・日

（新設）
　物品販売等 　 65円／㎡・日

（緑政土木局） 利用料金制度を導入し、利用料
墓地公園利用料金 金基準額を設定(条例改正予定) 5年4月 － 
（新設）

　写真撮影 　1,300円／人・日
　動画撮影　15,000円／件・日
　　撮影に伴い独占する場合は 
　　8円／㎡・日を加算

（参考）
　現行は墓地公園使用料
　　写真撮影 1,300円／人・日 
　　映画撮影15,000円／件・日

10

－ 

－ 

①

①

－ 

①

番
号

事 項 名 概 要
実施
時期

改定
見込額

9

－ 

①

財政局
案

考え方

予算案
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（全体についてのお問い合わせ先）

（各局お問い合わせ先）

担 当 局 室 担 当 課 電 話 番 号

財 政 局 財 政 課 052-972-2306

担 当 局 室 担 当 課 電 話 番 号

総 務 局 総 務 課 052-972-2104

財 政 局 総 務 課 052-972-2303

健 康 福 祉 局 総 務 課 052-972-2608

ス ポ ー ツ 市 民 局 総 務 課 052-972-4404

052-972-2905

緑 政 土 木 局 企 画 経 理 課 052-972-2455

消 防 局 総 務 課 052-972-3506

住 宅 都 市 局 企 画 経 理 課


